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国から地方への事務・権限の移譲等 

― 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律案（第４次一括法案） ― 

 

総務委員会調査室  小島 功平 

 

はじめに 

衆議院及び参議院の「地方分権の推進に関する決議」から 20 年余りが経過した。この

間、機関委任事務制度の廃止等を内容とする「第１次地方分権改革」、国庫補助負担金改革・

国から地方への税源移譲・地方交付税改革を内容とする「三位一体改革」、さらに、第１次

安倍内閣の下で成立した「地方分権改革推進法」に基づき設置された地方分権改革推進委

員会の４次にわたる勧告（平成20年５月～平成21年 11月）の内容を踏まえた「第２次地

方分権改革」が進められてきた（図表１参照）。 

第２次地方分権改革では、平成23年から平成25年にかけて、第１次から第３次の一括

法が成立するなど、地方に対する規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）や基礎自治体へ

の権限移譲等が進められてきた。しかし、国から地方への事務・権限の移譲は、地方分権

改革推進委員会の勧告で取り上げられたもののうち、残された課題となっている。 

平成24年 12月に発足した第２次安倍内閣では、この課題について、全閣僚で構成され

る地方分権改革推進本部（平成25年３月設置、以下「推進本部」という。）及び地方分権

改革に関する課題について調査審議を行う地方分権改革有識者会議（同年４月開催決定、

以下「有識者会議」という。）等において検討が進められた。 

一方、内閣総理大臣の諮問機関である第30次地方制度調査会は、平成24年以来、大都

市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制について調査審議を行い、平成 25

年６月、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等の提言を含む「大都市制度の改革

及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」を行った。 

これらを受け、推進本部において、平成 25 年 12 月に、「事務・権限の移譲等に関する

見直し方針について」（以下「見直し方針」という。）が決定され、国から地方公共団体及

び都道府県から指定都市へ移譲等を行う事務・権限が示されるとともに、法律改正事項に

ついては、所要の一括法案等を平成26年通常国会に提出することが基本とされた。これを

踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律案」（閣法第 66 号、以下「第４次一括法案」という。）が平成 26 年３月 14

日に国会に提出された。本稿では、提出に至る背景及び経緯並びに法律案の内容を整理し、

関連する課題及び論点の一端を述べることとしたい。 
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図表１ これまでの地方分権改革の経緯 

第１次地方分権改革 
平成５年６月 地方分権の推進に関する決議（衆参両院） 
平成７年５月 地方分権推進法成立 

    ７月 地方分権推進委員会発足（委員長：諸井虔 太平洋セメント株式会社相
談役） 
→第１次勧告（平成８年12月）～第５次勧告（平成10年11月） 
→最終報告（平成13年６月） 

平成10年５月 地方分権推進計画（閣議決定） 
平成11年７月  地方分権一括法成立 

【第１次分権改革の主な内容】 
◇機関委任事務（知事や市町村長を国の下部機関として国の事務を執行させる仕組み）
の廃止 
◇国の関与の抜本的見直し（主務大臣の包括的な指揮監督権の廃止等） 
◇新しいルールの創設（例：国の関与は必要最小限とする） 
◇権限移譲、条例による事務処理特例制度の創設等 

三位一体の改革 
平成13年７月 地方分権改革推進会議発足（議長：西室泰三 株式会社東芝取締

役会長） 
→三位一体の改革についての意見（平成15年６月） 

平成14年～17年６月 骨太の方針（閣議決定・毎年） 
平成17年11月 政府・与党合意（「三位一体の改革について」） 

【三位一体の改革の主な内容】 
◇国庫補助負担金改革（約4.7兆円）（税源移譲に結び付く改革、交付金化、スリム化等）
◇国から地方への税源移譲（約３兆円）（所得税（国税）から個人住民税（地方税）へ）
◇地方交付税改革（約▲5.1兆円）（地方交付税・臨時財政対策債総額の抑制等） 

第２次地方分権改革 
平成18年12月 地方分権改革推進法成立 
平成19年４月 地方分権改革推進委員会発足（委員長：丹羽宇一郎 伊藤忠商事株式会

社取締役会長） 
→第１次勧告（平成20年５月）～第４次勧告（平成21年11月） 

平成21年11月 地域主権戦略会議設置（議長：内閣総理大臣） 
    12月 地方分権改革推進計画（閣議決定） 
平成22年６月 地域主権戦略大綱（閣議決定） 
平成23年４月 第１次一括法（義務付け・枠付けの見直し等）、国と地方の協議の場法

等成立 
    ８月 第２次一括法（義務付け・枠付けの見直し、基礎自治体への権限移譲）

成立 
平成25年３月 地方分権改革推進本部設置（本部長：内閣総理大臣） 
    ４月 地方分権改革有識者会議発足（座長：神野直彦 東京大学名誉教授） 
    ６月 第３次一括法（義務付け・枠付けの見直し、基礎自治体への権限移譲）

成立 
【第２次分権改革の主な内容】 
◇地方に対する規制緩和（義務付け・枠付けの見直し） 
◇都道府県から基礎自治体への事務・権限の移譲 
◇国と地方の協議の場の法制化 

（出所）内閣府資料等より筆者作成（なお、肩書は当時のものである。） 
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１．法律案提出の背景と経緯 

（１）第１次～第３次一括法の主な内容 

平成18年 12月に、第１次安倍内閣の下で、新たな地方分権改革の推進体制等を定める

「地方分権改革推進法」が成立した。同法に基づき、平成19年４月に地方分権改革推進委

員会が設置され、同委員会は、４次にわたる勧告を行った。なお、第１次勧告は、重点行

政分野の見直し、基礎自治体への権限移譲等、第２次勧告は出先機関改革、義務付け・枠

付けの見直し等、第３次勧告は義務付け・枠付けの見直しの重点事項、国と地方の協議の

場の法制化等、第４次勧告は地方税財政等を内容としている。 

平成 21 年９月以降の民主党を中心とする政権では、上記勧告を実施し、地域主権改革

を進めるとの観点を踏まえ、平成23年４月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（第１次一括法）、８月に第２次一括

法が成立した。その後、第２次安倍内閣の下で、平成25年６月に第３次一括法が成立した

（図表２参照）。 

図表２ 第１次～第３次一括法について 

第１次一括法 
平成23年５月２日公布 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第37号） 
【主な内容】 
◇義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大（41法律） 
【施行期日】 
①直ちに施行できるもの→公布の日（平成23年５月２日） 
②政省令等の整備が必要なもの→公布の日から起算して３月を経過した日（平成23年８
月２日） 
③地方自治体の条例や体制整備が必要なもの→平成24年４月１日 等 

第２次一括法 
平成23年８月30日公布 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第105号） 
【主な内容】 
◇基礎自治体への権限移譲（47法律） 
◇義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大（160法律） 
【施行期日】 
①直ちに施行できるもの→公布の日（平成23年８月30日） 
②政省令等の整備が必要なもの→公布の日から起算して３月を経過した日（平成23年11
月30日） 
③地方自治体の条例や体制整備が必要なもの→平成24年４月１日（一部は平成25年４月
１日） 等 

第３次一括法 
平成25年６月14日公布 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（平成25年法律第44号） 
【主な内容】 
◇義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大 
◇基礎自治体への権限移譲 
【施行期日】 
①直ちに施行できるもの→公布の日（平成25年６月14日） 
②政省令等の整備が必要なもの→公布の日から起算して３月を経過した日（平成25年９
月14日） 
③地方自治体の条例や体制整備が必要なもの→平成26年４月１日 等 

（出所）内閣府資料等より筆者作成 

74法律を一括改正 
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（２）第２次安倍内閣における国から地方への権限移譲に向けた取組 

 平成 24年 12月に執行された第46回衆議院議員総選挙の結果を受け、自民党・公明党連

立による第２次安倍内閣が発足した。安倍総理大臣は、平成25年通常国会における施政方

針演説で、「魅力あふれる地域を創る」と表明し、そのための鍵は地域ごとの創意工夫を活

かすための地方分権改革にあるとして、大都市制度の改革を始め、地方に対する権限移譲

や規制緩和を進めるとの方針を示した。 

 平成25年３月８日には、地方分権改革の推進に関する施策の総合的な策定及び実施を進

めるため、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚で構成される推進本部が設置され、民主党

を中心とする政権において設置された地域主権戦略会議は廃止された。同日の第１回推進

本部会合では、安倍総理大臣から、今後、国から地方への事務・権限の移譲等についても

推進していく必要があるとの考えが示された。４月５日には、新藤内閣府特命担当大臣（地

方分権改革）の下に、地方分権改革の推進を目的として、地方分権改革の推進に関する施

策についての調査及び審議に資するため、有識者会議が設置された。４月12日の第１回有

識者会議では、政府から、国から地方への事務・権限の移譲等の検討の過程について、次

のような説明が行われた（図表３及び次頁「国から地方への事務・権限の移譲等について」

参照）。 

 

図表３ 国の出先機関から都道府県等への事務・権限の移譲等をめぐる状況 

 
（出所）地方分権改革有識者会議（第１回）資料（平25.4.12） 
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＜国から地方への事務・権限の移譲等について＞ 

○国から地方への事務・権限の移譲については、平成19年５月に経済財政諮問会議からの

提案があり、これを受けて地方分権改革推進委員会では第２次勧告が出され、その中で

国の出先機関の事務・権限116事項の見直しが勧告された。 

○その後、平成21年３月に「出先機関改革に係る工程表」1が決定されたが、平成21年９

月の政権交代により、この工程表は事実上凍結された状況となっている。 

○民主党を中心とする政権の下では、平成 22 年８月以降、各府省において出先機関の事

務・権限、473事項について各府省で再検討され、移譲事務の候補を地方側に提示した。 

○一方で、国の出先機関の事務・権限を丸ごと広域連合に移すという議論の影響もあり、

国から地方への事務・権限の移譲等に係る検討はあまり進捗していない状況にある。 

（出所）地方分権改革有識者会議（第１回）議事録より筆者作成 

 

そして、同年夏頃までに移譲等の対象とする事務・権限について一定の結論を得ること

を目指し、検討が進められた。 

 第３回有識者会議（５月15日）では、４月16日付けで各府省に依頼した検討の回答の

概要を取りまとめた「国から地方への事務・権限の移譲等に関する各府省の回答の概要等

（報告）」が示された（図表４参照）。検討対象は、①平成 21 年の「出先機関改革に係る

工程表」で見直すとされた事務・権限のうち、地方への移譲その他国と地方の役割分担の

見直しに関するもの、②平成 22 年の各府省の見直し2で地方に移譲するとされたもの、③

平成 23 年に全国知事会が特に移譲を要望した３分野の事務・権限等3、④上記①～③のほ

か、各府省が移譲等の検討を行ったものであり、各府省からの回答は、措置済みの事項を

除く約100事項のうち「地方自治体へ移譲するもの」「移譲以外の見直しを行うもの」が８

割であった。これらについて、今後精査を行い、有識者会議等での議論を経て、推進本部

において一定の結論を出すことを目指すことになった4。 

 

                                                                               
1 平成21年３月に、第２次勧告を踏まえ、８府省15系統の機関を中心に出先機関の改革を進めるに当たり、

今後おおむね３年間の主な工程を示すため決定された「出先機関改革に係る工程表」を指す。 
2 地域主権戦略大綱（平成22年６月22日閣議決定）を受け、平成22年８月に、８府省 13 機関を対象とした

「出先機関の事務・権限仕分け（「自己仕分け」）」が各府省において行われた。対象となった約500項目の事務・

権限について、地域主権戦略大綱で示された４つの類型（①地方自治体へ移譲するもの、②個々の地方自治体

の発意による選択的実施を求め、その試行状況を踏まえて移譲の可否について判断するもの、③国に残すもの、

④廃止・民営化するもの）に従って分類され、「地方自治体に移譲するもの」は全体の１割弱にとどまった。こ

の結果を受け、菅総理大臣（当時）は取組が不十分であるとして、上乗せの提案ができないか再検討するよう

関係大臣に指示した。その後、再検討結果が第８回地域主権戦略会議（11月 29日）で示されたが、一部移譲の

ものを含め、移譲可能とされた項目数は全体の２割程度であった。 
3 農地の転用に関する事務（地方農政局）、中小企業やベンチャーの支援、地域産業の振興、産学官連携推進に

関する事務（経済産業局）及び利便性の高い交通体系の構築に関する事務（地方運輸局）である。全国知事会

「移譲に向けて速やかに着手すべき事務・権限について」（平23.8.30）参照。 
4 また、同日の有識者会議では、地方分権改革の推進に関する施策のうち、特定の事項についての客観的な評

価及び検討に資するため、必要に応じて「専門部会」を開催することになった。そして、６月から７月にかけ

て「雇用対策部会」（無料職業紹介関係等）と「地域交通部会」（自家用有償旅客運送関係等）、また、10月に「農

地・農村部会」（農地転用関係）が設けられることになり、更なる検討が進められた。 
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図表４ 国から地方への事務・権限の移譲等に関する各府省の回答の概要 

 
（出所）地方分権改革有識者会議（第３回）資料（平25.5.15） 

  

（３）国から地方への権限移譲に係る当面の方針 

 第３回推進本部会合（９月13日）では、移譲等の検討を行ってきた具体的な事務・権限

の100事項について、見直しの方向性を示した「国から地方公共団体への事務・権限の移

譲等に関する当面の方針について」（以下「当面の方針」という。）が決定された（図表５

参照）。 

 

図表５ 国から地方公共団体への事務・権限の移譲等に関する当面の方針について【要旨】

 
（出所）地方分権改革推進本部（第３回会合）資料（平25.9.13） 

 

（４）第30次地方制度調査会答申 

 平成 23年８月に発足した第30次地方制度調査会においては、平成24年１月以降、大都
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市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制について検討が重ねられ、平成25

年６月25日に安倍総理大臣に答申が行われた（以下「地制調答申」という。）。同答申では、

指定都市と都道府県との実際の行政運営の中で、大都市における効率的・効果的な行政体

制の整備のためには、いわゆる「二重行政」の解消を図ることが必要との認識が示される

とともに、その具体的な方策として、法定事務を中心に、「指定都市が処理できるものにつ

いては、できるだけ指定都市に移譲することによって、同種の事務を処理する主体を極力

一元化することが必要」と指摘された。また、移譲する事務については、「既に地方分権改

革推進委員会第１次勧告によって都道府県から指定都市等へ移譲対象とされたにもかかわ

らず移譲されていない事務を中心に、指定都市に移譲されていない事務全般にわたって検

討の対象とすべきである」とされた。 

 同答申を踏まえ、第３回推進本部会合（平成25年９月13日）における安倍総理大臣か

らの指示により、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等についても、国から地方

への事務・権限の移譲等と併せて、推進本部で実現に向けた作業を進めることになった。 

 

（５）国から地方及び都道府県から指定都市への権限移譲に係る見直し方針 

ア 見直し方針 

都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等と併せ、当面の方針に基づき、各府省

や地方との調整が進められた。この結果を踏まえ、12 月 20 日に推進本部で「事務・権

限の移譲等に関する見直し方針について（案）」が決定され、同日閣議決定された（図

表６参照）。 

 

図表６ 事務・権限の移譲等に関する見直し方針について【概要】 

 
（出所）地方分権改革推進本部（第４回会合）資料（平25.12.20） 
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イ 地方の意見 

 地方六団体5は、12 月 12 日の「国と地方の協議の場」6において、「地方分権改革の推

進について」を提出し、国から地方への事務・権限の移譲等が「着実に推進されている

ことを評価する」とした。また、財源措置や移譲等のスケジュール等について具体的な

検討と調整を進めること、農地転用やハローワークなど今般の見直しで移譲の対象とな

らなかった事務・権限についても、地方からの要望が強い分野を中心に移譲する方向で

検討を進めることを求めた。 

これに加えて、全国知事会は、見直し方針の閣議決定を受けてコメントを発表し、関

連法案の早期成立を求めた上で、直轄道路・河川の権限移譲に向けた円滑な取組と移譲

に伴う確実な財源措置を講じることが必要であるなどとした7。また、全国市長会は、地

方分権改革の取組が更に進展するものとして評価する一方、農地関係に係る事務・権限

を始め、全国市長会が提案・提言してきた事項のうち実現が図られていないものについ

ては、早期の都市自治体への移譲及び義務付け・枠付けの見直しを行うよう強く要請し

た8。 

＜主な事務・権限の移譲等に係る検討過程等＞ 

今般の事務･権限の移譲に当たり、特に注目を集めた①無料職業紹介、②自家用有償旅

客運送、③農地転用、④県費負担教職員関係の事務・権限について、以下、地方、関係府

省等の見解などにも触れつつ、検討過程を述べることとする。 

（１）無料職業紹介に係る事務・権限 

地方は、無料職業紹介に係る事務・権限について、従前より移譲を求めてきた。特に全

国知事会は、ハローワークの地方移管によって、就職支援に加え、福祉・住宅等の支援も

ワンストップでの提供が可能となり、求職者の利便性が向上する、雇用創出から人材育成

まで一貫した雇用政策の展開が可能となるなどと主張してきた9。今般の検討過程でも、地

方関係者からは、有識者会議等において、公共職業安定所（ハローワーク）の地方移管に

向けた取組を前進させること、早急に地方公共団体が行う無料職業紹介事業で国のシステ

ム・端末を利用可能にすることなどが主張された10。 

他方、厚生労働省は、雇用対策部会において、ハローワークは、就職困難者を中心に支

援する最後のセーフティーネットとしての役割を担っており、地域の総合的雇用サービス

                                                                               
5 地方六団体とは、首長の連合組織である全国知事会、全国市長会、全国町村会の３団体と議長の連合組織で

ある全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会の３団体の総称である。 
6 地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、国と地方が協議を行う「国と地方の

協議の場」について定める「国と地方の協議の場に関する法律」が、平成23年４月28日に成立し、同法に基

づき「国と地方の協議の場」が開催されている。 

（内閣府ホームページより）<http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/bahousei/bahousei-index.html> 
7 全国知事会地方分権推進特別委員会「『事務・権限の移譲等に関する見直し方針について』閣議決定を受けて」

（平25.12.20） 
8 全国市長会「事務・権限の移譲等に関する見直し方針の閣議決定について」（平25.12.20） 
9 全国知事会「ハローワークは地方移管でこう変わる」（平22.11.10）など参照。 
10 古川康佐賀県知事「地方分権改革の基本方向」（地方分権改革有識者会議（第１回）資料）（平25.4.12）10

頁 
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の機関として、①職業紹介、②雇用保険、③雇用対策などの業務を一体的に実施すること

が特徴であり、①～③の業務は同一の組織で実施することが必要で、地方に移管すること

は困難であるとした。また、職業紹介の全国ネットワークが維持できなくなること、全国

一斉の雇用対策が講じられなくなるなどの問題点があることを示した。 

平成 25 年８月に取りまとめられた雇用対策部会の報告書では、求人情報の地方公共団

体への提供などを推進するべきであるとし、ハローワークの求人情報ができるだけ広く活

用されて最大限成果を挙げられるよう、早急に国（厚生労働省）と地方で協議を行うこと

を求め、両者相互の連携強化が図られるべきであるとした。 

そして、12月の見直し方針では、ハローワークと地方公共団体との一層の連携強化の取

組を通じ、地方公共団体と一体となった雇用対策をこれまで以上に推進することなどが示

された。これに対して、地方は、移譲する方向で検討を進めるよう改めて求めた11。 

 

（２）自家用有償旅客運送12に係る事務・権限 

平成21年の「出先機関改革に係る工程表」では、「有償旅客運送に関する事務・権限を

都道府県に移譲する」とされており、平成22年に各府省が行った自己仕分けにおいて、国

土交通省は、自家用有償旅客運送につき、個々の地方自治体の発意に応じ選択的に移譲す

るものとしている。この国土交通省の回答に対する意見として、全国知事会は、全国一律

に都道府県へ移譲し、さらに、希望する市町村に移譲する仕組みを設けるべきとし、全国

市長会は、地域における裁量を拡大することを前提に、希望する市町村に移譲する方向で

検討すべきとした。他方、全国町村会からは、移譲を受け入れるとする意見がある一方で、

小規模自治体では専門的な知識や経験を有する職員の確保が困難であるなどとして移譲に

向けた検討課題が挙げられ、また、全国統一的な基準に基づいて判断・指導等をすべきで

あることなどから移譲を見送るべきとの意見が存在することも示された13。 

有識者会議においては、地域交通部会が設置され、全国一律の移譲が難しいなどの場合

には、個々の地方公共団体の発意に応じ選択的に移譲する「手挙げ方式」という新たな試

みが示された。平成25年８月29日、同部会の報告書が取りまとめられ、事務・権限の移

譲先として、①市町村が、住民の居住・活動情報や地域交通のニーズを最も把握している

こと、実施に当たっては、意欲・能力と安全・安定的な運行を確保する責任が求められる

ことから、希望する市町村が基本とされ、②執行体制上の懸念から事務・権限の移譲を希

望しない市町村の区域については、都道府県が代わって役割を果たすことができるよう、

希望する都道府県にも移譲することが示された。 

その後、当面の方針及び見直し方針においてもこの内容が踏襲され、第４次一括法案に

盛り込まれることとなった。 

                                                                               
11 地方六団体「地方分権の推進について」（平25.12.12） 
12 過疎地等における地域住民の生活維持に必要な輸送がバス・タクシー事業によっては提供されない場合に、

市町村、ＮＰＯ等が自家用車を使用して有償で運送できる制度である。 
13 地方分権改革有識者会議「地域交通部会報告書（自家用有償旅客運送関係等）」（平25.8）５～６頁 
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（３）農地転用に係る事務・権限 

地方側は、有識者会議や農地・農村部会において、大規模な農地転用では国の関与があ

ることなどにより、一連の手続に多大な時間と手間を要するなど具体的な支障事例を紹介

した14。これに対して、農林水産省は、大規模な農地の転用については、全国的・広域的

な観点から、農地が食料の供給や国土の保全に果たす役割を考えていく必要があるため、

大臣が許可権者となっていることなどを示した15。 

農地・農村部会では、平成 25 年 11 月に報告書が取りまとめられ、その中で、平成 21

年の改正農地法附則に基づき、同法施行後５年（平成26年）を目途として、地方分権の観

点及び農地確保の観点から、農地確保の施策の在り方等とともに、農地転用事務の実施主

体や国の関与等の在り方について検討すべきとされ、各地方で定期的に協議する場を設け

るべきとされた。そして、12 月に閣議決定された見直し方針では、「農地転用事務の実施

主体や国の関与等の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」

こととされ、国と地方が「各地方で定期的に協議する場を設置」するとされた。 

見直し方針を受けて、地方六団体は、主体的かつ総合的なまちづくりを行うことができ

るよう、早期の移譲を求める姿勢を改めて表明し、全国市長会は、農地関係に係る事務・

権限については行政運営に様々な支障が生じているとして、権限移譲を求めた16。 

 

（４）県費負担教職員関係の事務・権限に係る検討過程 

市町村立小中学校等に係る県費負担教職員の任命権は、指定都市が従来から有してい

る。しかし、県費負担教職員の給与等の負担、県費負担教職員の定数の決定、学級編制基

準の決定権限は道府県が有している。これらについて、指定都市は、包括的な人事管理が

可能となることなどを理由に移譲を求めている。 

第２次安倍内閣において、平成25年３月12日に閣議決定された「義務付け・枠付けの

第４次見直しについて」では、「指定都市に係る県費負担教職員の給与等の負担、県費負担

教職員に係る定数の決定及び学級編制基準の決定については、第30次地方制度調査会にお

いて行われている大都市制度の見直しの審議状況及び教育行政の在り方についての検討状

況を踏まえつつ、関係省庁において、関係者の理解を得て、速やかに結論を出した上で、

指定都市へ移譲する」とされた。 

５月 10 日の第 30 次地方制度調査会第 33 回専門小委員会では、県費負担教職員の給与

負担等のまとまった財政負担が生じる場合には、税源の配分も含めて財政措置の在り方を

検討することが必要との観点から、指定都市に税源を配分する方法として、①税源移譲、

②税交付金、③交付金の３つのパターンについて検討され、試算が公表された17。 

                                                                               
14 全国知事会ほか「農地制度に係る支障事例等について」（平25.10.2） 
15 地方分権改革有識者会議「農地・農村部会報告書」（平25.11.28）10頁 
16 前掲注（８）参照。 
17 ①「税源移譲」とは、指定都市についてのみ道府県税の一部を市町村税に移譲、 ②「税交付金」とは、道府

県税について、その税源の一部を税交付金として指定都市に交付、③「交付金」とは、個別の指定都市ごとの
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そして、６月 25 日の地制調答申では、事務の移譲により指定都市に新たに生じる財政

負担については、適切な財政措置を講じる必要があるとした。また、財政措置を講じるに

当たり、指定都市側と関係道府県側の間においても適切な協議の場が設けられ、合意形成

が図られるべきとした。 

その後、指定都市所在道府県と指定都市は、11 月 14 日に、県費負担教職員の給与負担

事務が道府県から指定都市に移譲されることに対する財政措置として、道府県・指定都市

の双方にとって財政運営への影響を最小限とすることを前提として、道府県から指定都市

に個人住民税所得割２％の税源移譲が行われることで合意した18。 

これらの経緯を経て、見直し方針において、県費負担教職員の給与等の負担・学級編成

基準・定数の決定に関する事務・権限を都道府県から指定都市へ移譲することが示され、

第４次一括法案において措置されることとなった。 

 

２．法律案の概要  
 政府は、これまで述べたような経緯を経て、地方分権改革推進委員会の勧告のうち、残

された課題となっている国から地方公共団体への事務・権限の移譲等を推進するとともに、

地制調答申で示された都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等を推進するため、見

直し方針の内容を踏まえ、関係法律の整備を行うことを内容とした、第４次一括法案を平

成26年３月14日に閣議決定し、同日国会に提出した。 

 本法律案は、国から地方公共団体への事務・権限の移譲等につき43法律を、また、都道

府県から指定都市への事務・権限の移譲等につき25法律を措置する内容となっている。以

下、国から地方公共団体及び都道府県から指定都市へ事務・権限の移譲等を行う主な事務・

権限を紹介する。また、図表７は、第４次一括法案によって整備される法律及び改正内容

の一覧である。 

（１）国から地方公共団体へ移譲する主な事務・権限   

 ア 各種資格者の養成施設等の指定・監督等（10条等） 

看護師など各種資格者（32資格（25法律））の養成施設等の指定・監督等の国（地方

厚生局）の事務・権限を都道府県に移譲する。 

イ 商工会議所の定款変更の認可（38条） 

 商工会議所の定款変更の認可19に係る国（経済産業局）の事務・権限を認可制から届

出制にした上で、都道府県及び指定都市に移譲する。 

ウ 自家用有償旅客運送の登録、監査等（44条） 

                                                                               
所要財源について道府県から指定都市に交付金を交付することを内容とするものである。なお、試算の結果等

について、詳しくは、総務省「指定都市への事務の移譲に伴う財政措置のあり方の検討について」（第30次地

方制度調査会第33回専門小委員会資料）（平25.5.10）参照。 
18 指定都市所在道府県・指定都市「県費負担教職員制度の見直しに係る財政措置のあり方に関する合意」（平

25.11.14） 
19 定款変更の認可が必要な事項のうち、事業、会員、役員等に係る事項（目的、名称及び地区に係る事項を除

く。） 
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 自家用有償旅客運送の登録、監査等の国（地方運輸局）の事務・権限を希望する市町

村に移譲することを基本とする（希望しない市町村の区域については、希望する都道府

県にも移譲する。）。 

 

（２）都道府県から指定都市へ移譲する主な事務・権限 

 ア 県費負担教職員の給与等の負担・定数の決定・学級編制基準の決定（５条等） 

市町村立小中学校等に係る県費負担教職員の任命権は、指定都市が従来から有してい

るところ、県費負担教職員の給与等の負担、県費負担教職員の定数の決定、学級編制基

準の決定権限について、指定都市に移譲する。 

イ 病院の開設許可（17条） 

 診療所（病床数 19 床以下）の開設届出等は既に指定都市に移譲されているところ、

病院（病床数20床以上）の開設許可について、指定都市に移譲する。 

ウ 都市計画区域マスタープランの決定（45条） 

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画の決定（一の指定都市の

区域内の都市計画区域に係るものに限る。）について、指定都市に移譲する。 

 

（３）施行期日 

平成 27 年４月１日（体制整備に特に時間を要するものについては個別に定める日）か

ら施行する。 

 

図表７ 第４次一括法案＜法律一覧＞ 

 

（出所）内閣府資料 

〔児童福祉法（10条） 〕

〔あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう
師等に関する法律（11条）〕

〔食品衛生法（12条）〕

〔理容師法（13条）〕

〔保健師助産師看護師法（15条1号）〕

〔身体障害者福祉法（15条2号）〕

〔診療放射線技師法（15条3号）〕

〔臨床検査技師等に関する法律（15条4号）〕

〔知的障害者福祉法（15条5号）〕

〔理学療法士及び作業療法士法（15条6号）〕

〔柔道整復師法（15条7号）〕

〔食鳥処理法（15条8号）〕

〔歯科衛生士法（16条）〕

〔社会福祉法（18条）〕

〔歯科技工士法（19条）〕

〔美容師法（21条）〕

〔調理師法（22条）〕

〔製菓衛生師法（27条）〕

〔視能訓練士法（29条1号）〕

〔臨床工学技士法（29条2号）〕

〔義肢装具士法（29条3号）〕

〔救急救命士法（29条4号）〕

〔言語聴覚士法（29条5号）〕

〔社会福祉士・介護福祉士法等（30条1、3号）〕

〔精神保健福祉士法（30条2号）〕

○養成施設の指定・監督等

〔学校教育法（4条）〕
○市町村立高等学校等の設置認可

〔市町村立学校職員給与負担法（5条）・地方
教育行政の組織及び運営に関する法律（附
則15条）〕
〔義務教育費国庫負担法（8条）〕
〔公立義務教育諸学校の学級編制及び教職
員定数の標準に関する法律（9条）〕
○市町村立小中学校等の職員の給与等の負
担、県費負担教職員定数の決定、市町村
立小中学校等の学級編制基準の決定等

〔文化財保護法（6条）〕
○史跡名勝天然記念物の仮指定、重要文化
財等の管理に係る技術的指導等

〔博物館法（7条）〕
○博物館の登録

文部科学省関係

〔児童福祉法（10条）〕
〔障害者総合支援法（33条）〕
○指定障害福祉サ－ビス事業者等の業務管
理体制の報告の受理・命令等

〔医療法（17条）〕
○病院の開設許可

〔売春防止法（20条）〕
○婦人相談所を指定都市も設置可能に

〔特別児童扶養手当等の支給に関する法律
（24条）〕
○特別児童扶養手当の受給資格の認定

〔職業能力開発促進法（28条）〕
○職業能力開発大学校等を指定都市も設置
可能に

〔介護保険法等（31、32条）〕
○介護サービス事業者(一部)の業務管理

体制の整備に関する監督等

〔農林物資の規格化等に関する法律（34
条）〕
○農林物資製造業者等への立入検査等

〔農地法（36条）〕
○農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等
の許可

〔公有水面埋立法（42条）〕
○公有水面の埋立免許

〔都市計画法（45条）〕
○都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針に関する都市計画の決定等

〔国土利用計画法（46条）〕
○土地取引の規制区域の指定

〔採石法（37条）〕
○岩石採取計画の認可

〔商工会議所法（38条）〕
○商工会議所の定款変更の認可（一部）、
事業状況等の報告の受理・警告等

〔工業用水法（39条）〕
○工業用水の採取許可

〔砂利採取法（40条）〕
○砂利採取計画の認可

〔商工会及び商工会議所による小規模事
業者の支援に関する法律（41条）〕
○全国団体以外の商工会・商工会議所等
の基盤施設計画の認定等厚生労働省関係

国から地方公共団体（４３法律）

〔放送法（3条）〕

○小規模施設特定有線一般放送の業務
開始届出等

〔児童福祉法（10条）〕(再掲)
〔母子保健法（25条）〕
○指定医療機関等の指定･監督

〔消費生活協同組合法（14条）〕
○消費生活協同組合(一部)の設立認可･監督

〔医療法（17条）〕
○医療法人(一部)の設立認可･監督
（関係する都道府県の連携を規定）

〔戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
（23条1号）〕
〔戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
（23条2号）〕
〔戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
（23条3号）〕
〔戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
（26条）〕
○特別給付金又は特別弔慰金の特別買上償還
に関する証明書の発行

〔介護保険法等（31、32条）〕
○介護サービス事業者(一部)の業務管理体制
の整備に関する監督等
（関係する都道府県の連携を規定）

農林水産省関係
〔農産物検査法（35条）〕

○登録検査機関(一部)の登録･監督

国土交通省関係
〔中小企業等協同組合法（43条）〕
○事業協同組合等(一部)の設立認可･監督

〔道路運送法（44条）〕
○自家用有償旅客運送の登録･監査等
○自動車道事業(一部)に係る供用約款の認可等

〔自動車運転代行業適正化法（47条）〕
○自動車運転代行業の認定等に係る同意･監督

環境省関係
〔土壌汚染対策法（48条）〕

○指定調査機関(一部)の指定･監督

総務省関係

厚生労働省関係

経済産業省関係
〔商工会議所法（38条）〕

○商工会議所の定款変更の認可(一部)

〔健康増進法（1条）〕
○誇大表示の禁止に係る勧告・命令

内閣府関係 内閣府関係

〔食品表示法（2条）〕
○農林物資製造業者等への立入検査等

経済産業省関係

農林水産省関係

国土交通省関係

都道府県から指定都市（２５法律）

６３法律（※）

（※）「国から地方公共団体」と、「都道府県から指定
都市」との重複（児童福祉法、医療法、介護保険
法等（２法律）、商工会議所法）を整理。
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３．主な論点  
（１）国から地方への権限移譲について 

国から地方への権限移譲については、地方分権改革推進委員会の第２次勧告（平成 20

年 12月）において、国の出先機関の事務・権限の見直しや組織の見直し等が指摘された。

事務・権限の見直しについては、検討対象とした８府省 15 系統の出先機関の事務・権限

を約400事項に区分し、廃止（民営化、独立行政法人化を含む。）を検討するものや、地方

自治体への移譲を検討するものなどに仕分けられ、その結果、116 事項の個々の事務・権

限について見直しを実施することとされた。また、事務・権限の見直しに応じ、組織につ

いて見直しを行うとされ、①二重行政の弊害是正の観点から見直すこと、②二重行政の弊

害がない場合には現行の組織を存続することなどとされた。そして、「出先機関の改革の実

現に向けて」として、改革の実現に向けた工程表となる計画を平成20年度内に策定するこ

となどが要請された。 

 第２次勧告を受け、平成21年に、８府省15 系統の機関を中心に出先機関の改革を進め

るに当たり、以後おおむね３年間の主な工程を示す「出先機関改革に係る工程表」が示さ

れたが、同年の政権交代によって白紙状態となった。また、民主党を中心とする政権では

「国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案」が閣議決定されながら、国会提

出に至らなかった。 

 地方が、今般の国から地方への権限移譲等の取組に対して一定の評価を行っていること

は先に見た。他方で、出先機関改革に関して、全国知事会は、国の出先機関のブロック単

位での丸ごと移管を推進するための法律についても早期の制定を求め20、また、関西広域

連合は、「国出先機関をはじめとする国の事務・権限の受け皿を目指すべく（中略）取組を

着実に進めている」とし、同連合を対象とした事務・権限の移譲を要請している21。これ

に対して、出先機関の廃止等を含んだ改革に対しては、災害時の危機管理体制の確保など

を理由に懸念を示す地方も存在するなど、必ずしも地方間で見解が一致していない22。 

今後の国から地方への権限移譲や出先機関改革の取組については、以上のような状況も

踏まえつつ、その動向を注視していく必要がある。 

 

（２）主な事務・権限について 

 ア 無料職業紹介に係る事務・権限 

 ハローワークの地方移管に対しては、厚生労働省に設置されている労働政策審議会の

「地方分権改革に関する意見」（平成 21 年２月５日）において、「国の様々な雇用対策

の基盤であるハローワークは地方移管すべきでなく、引き続き、国による全国ネット

                                                                               
20 全国知事会「地方分権改革の推進について」（平25.7.9） 
21 関西広域連合「地方分権改革推進本部及び地方分権改革有識者会議に係る要請について」（平25.12.26） 
22 全国市長会「『国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案』について（声明）」（平24.11.15）及

び全国町村会「『国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案』の閣議決定を受けて」（平24.11.16）

参照。なお、これらは、「国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案」の問題点等を指摘したもので

ある。他方で、災害時の危機管理体制等の懸念に対しては、東日本大震災直後における関西広域連合の取組等

に鑑み、克服可能であるとの指摘もある（『毎日新聞』（平26.2.19）参照）。 
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ワークのサービス推進体制を堅持すべきである」との見解が示されている。また、同意

見では、職業安定組織の構成に関する条約（ＩＬＯ第88号条約）23の規定を守れなくな

るなどの懸念なども示された。 

 このような状況の下、今般の改革では、見直し方針で示されたように、新たな取組と

して、職業紹介事業を行う地方自治体に対し、ハローワークの求人情報をオンラインで

提供する取組24について積極的に進めるとされたほか、ハローワークと地方公共団体と

の一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体となった雇用対策をこれまで以上

に推進するとされた。そして、以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、

これらの事務・権限の移譲について、引き続き検討・調整を進めるとされた。 

 今後、これらの取組の検証結果等を踏まえ、更なる権限移譲の具体化に向けた取組が

注目される。 

イ 自家用有償旅客運送に係る事務・権限 ― 手挙げ方式の導入 ― 

 自家用有償旅客運送に係る事務・権限については、移譲を進めることにより、地域の

実情に応じた創意工夫による移動手段の確保や関係者の合意から登録までに掛かる期

間の短縮などが期待されている25。他方、自家用有償旅客運送を行っている 1,281 市町

村に対する国土交通省のアンケート調査（回答は1,149市町村）によれば、事務・権限

の移譲を希望する市町村は、約６％（69 市町村）と少数にとどまる。その背景として、

業務量過多である、職員疲弊の状況にある、必要となる専門知識・事務量・要員が不明

であるなどの懸念があるとされている26。 

このような状況下では、「手挙げ方式」による権限移譲は、事務・権限を受け入れら

れる能力のある地方公共団体に限定されてしまうおそれがある。したがって、権限移譲

を促進し、期待される効果が発揮されるために、国による実施体制整備への的確な支援

が求められよう。 

ウ 農地転用に係る事務・権限 

 農地転用に係る事務・権限については、見直し方針に盛り込まれたように、平成 21

年の改正農地法附則に基づき、同法施行後５年（平成 26 年）を目途として、農地転用

事務の実施主体や農地の確保のための施策の在り方について検討を行い、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとするとされており、今後の議論の行方が注目されると

ころである。ただし、平成 21 年の改正農地法は、農地転用の規制を厳格化する内容と

なっていたことにも留意すべきである。その背景として、食料の生産基盤である農地が

                                                                               
23 日本は昭和28年 10月 20日に批准している。同条約第２条は、「職業安定組織は、国の機関の指揮監督の下

にある職業安定機関の全国的体系で構成される」と規定している。 
24 当初は、１地方公共団体当たりの導入費用として2,500万円必要であると試算されていたが、その後、厚生

労働省が閲覧用のソフトを開発し、地方公共団体に無償で提供することにより、実負担無く地方公共団体は導

入できることとなった。内閣府「個性を活かし自立した地方をつくる」（全国経済同友会地方行財政改革推進会

議分権改革委員会（第１回会合）資料）（平26.2.13）11頁参照。 
25 前掲注（13）16頁参照。 
26 国土交通省「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会 中間とり

まとめ」（平25.12.20） 
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ピーク時の７割にまで減少するなど、国民への食料の安定供給の面から懸念があり、優

良農地を確保することが必要であるなどの認識があった27。それゆえ、更なる権限移譲

を求める地方側は、農地制度に係る事務・権限を地方へ移譲したとしても、優良農地が

確保され、必要な農地総量が確保されることを国側に示す必要があろう。 

こうした中、地方六団体は、平成26年１月23日に「農地制度のあり方に関するプロ

ジェクトチーム」を設置した。２月 13 日の初会合では、農林水産省の懸念を払拭する

ため、国が農地の総量確保の仕組みを構築し（マクロ管理）、地方はその具体の執行や

管理を担うこととし（ミクロ管理）、個別の農地の転用規制に係る事務・権限について

は地方への権限移譲等を進めていくという考え方が示され、「開発ありき」の印象を与

えるのは全く得策ではなく、また、実際に開発ありきではないとし、責任ある分権を訴

えていく方針であるとされている28。このように、地方側も動きを加速させており、今

後の議論を注視する必要がある。 

エ 県費負担教職員の給与等の負担・学級編成基準・定数の決定に係る事務・権限 

指定都市は、「平成26年度国の施策及び予算に関する提案」において、県費負担教職

員の給与等の負担、県費負担教職員の定数の決定、学級編制基準の決定に係る権限を道

府県から指定都市に移譲し、必要な財源の移譲を行うことにより、教職員定数、教職員

配置等に関する包括的な人事管理を行うことができるようになるとした上で、権限移譲

に伴い必要となる財源について、「所要額全額を、個人道府県民税をはじめとした基幹

的な税目の税源移譲により、措置すべきである」としている29。 

他方で、先述した第30次地方制度調査会第33回専門小委員会で示された試算によれ

ば、指定都市所在道府県と指定都市で合意された道府県民税所得割２％相当額（平成24

年度課税データによる。）を移譲した場合、指定都市合計で、平成24年度県費負担教職

員分指定都市需要額30のうち、税により措置される割合は約７割であり、2,295億円の不

足額が見込まれる。また、各指定都市において、過不足額は異なり、川崎市では、７億

円の超過額が発生し、税による措置割合は 101.8％となる一方、熊本市では、同割合は

５割に満たず、130 億円の不足が見込まれる。このように、所要額全額を税源移譲のみ

で措置することは現状において困難であると言える。ただ、以上の不足額が見込まれる

にもかかわらず、指定都市所在道府県と指定都市の間で、平成25年 11月に道府県民税

所得割２％の税源移譲を行うことで合意したことに鑑みれば、当面、国は、移譲された

事務・権限が円滑に執行されるよう確実な財源措置を講じていくことが求められよう。 

また、同合意において、指定都市所在道府県と指定都市は事務及び税源の移譲時期に

ついて、平成 29 年度を目途に可能な限り早期に行われるよう、実務的な検討・準備を

                                                                               
27 農林水産省「農地転用制度について」（地方分権改革有識者会議農地・農村部会（第1回）資料）（平25.10.29）

４頁 
28 『自治日報』（平26.2.21） 
29 指定都市「平成26年度国の施策及び予算に関する提案」（平25.7） 
30 県費負担教職員分政令市需要額は、「都道府県基準財政需要額（小学校費・中学校費）×指定都市教職員÷都

道府県教職員」により算出された額である。 
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進めるとし、国において必要な法制上の措置等を講じるよう求めていることから、今後

の動きを注視する必要がある。 

 オ その他 

 見直し方針で示されたように、地方公共団体において移譲された事務・権限が円滑に

執行されるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置が講

じられなければならない。また、同方針では、マニュアルの整備や技術的助言、研修や

職員の派遣などの必要な支援の実施が明記された。移譲後の事務の執行に支障を来さぬ

よう、事務・権限が移譲された地方公共団体に対する必要な支援が求められるところで

あり、今後の運用状況を注視する必要がある。 

 

（３）今後の地方分権改革の進め方について 

 推進本部（第４回会合）では、新藤大臣から、「第４次一括法案により第２次地方分権改

革が一区切りとなることから、地方分権改革は新たな段階を迎えることになる」31と説明

された。このような状況の下、有識者会議では、これまでの地方分権改革の取組と今後の

展望についても議論が行われ、平成25年 12月には「個性を活かし自立した地方をつくる

～地方分権改革の総括と展望（中間取りまとめ）～」が決定された。その中で、今後の改

革の進め方として、個々の地方公共団体からの意見を広く取り上げ、地方公共団体から全

国的な制度改正の提案を募る「提案募集方式」の導入や権限移譲の手法として「手挙げ方

式」の導入が示された。さらに、「地方からの提案を正面から受け止め、改革を恒常的に推

進するため、有識者会議において、専門部会を開催し、重要なテーマについて、専門性を

確保しつつ、十分議論・検討を深めることとする」としている32。この中間取りまとめに

ついて、安倍総理大臣は、今後の取組の指針となるものであり、関係大臣に対して、率先

して改革に取り組むよう要請している33。また、新藤大臣も新しい局面にふさわしい地方

分権改革を力強く推進していくとしている34。 

本稿で見てきたように、今般の国から地方への権限移譲に向けた取組について、地方六

団体は一定の評価を行っているが、今般の見直しで移譲の対象とならなかった事務・権限

について、移譲を求める声が既に挙がっている。また、権限移譲や出先機関改革の内容に

よっては、「地方」といえども、その中で見解を異にする課題も存在する。その背景の一つ

として、現在、市町村の約７割が人口５万人未満の地方公共団体である一方、人口５万人

以上の約３割の地方公共団体に全人口の約８割が集中していることが挙げられる35。した

がって、各地方公共団体の人口規模、財政力等によって意見は異なると考えられる。 

 このような現状も踏まえ、今般、地域交通部会における自家用有償旅客運送に関する議

                                                                               
31 地方分権推進本部での新藤大臣発言（地方分権改革推進本部（第４回会合）議事要旨（平25.12.20）２頁） 
32 地方分権改革有識者会議「個性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望（中間取りまと

め）～」（平25.12.10）５頁 
33 地方分権推進本部での安倍総理大臣発言（前掲注（31）２頁） 
34 地方分権推進本部での新藤大臣発言（前掲注（31）２頁） 
35 前掲注（32）10頁 
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論でも示され、今後の改革の進め方として掲げられた「手挙げ方式」や地方の発意に応じ

た分権改革を推進していくことに対しては評価する声が聞かれる36。しかしながら、この

ような分権改革の進め方は、ともすれば、各地方公共団体間において分権改革の進捗の差

が固定化するおそれもある。したがって、あまねく地方において移譲された事務・権限が

円滑に執行されるよう、国は見直し方針で示したように、地方に対して確実な財源措置を

講じ、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの支援を実施する必要があ

る。また、「提案募集方式」をめぐっては、国に最終決定権がある以上、地方にとって望ま

しい方法となるのか、提案する地方側がどのようにコンセンサスを形成すべきかなどの懸

念も示されおり37、今後の具体的な制度設計に向けた取組を注視していく必要がある。 

 

おわりに 

以上、本稿では、第４次一括法案提出に至る背景及び経緯並びに法律案の内容を整理し

た上で、若干の論点を提示した。 

第１次安倍内閣で始まった第２次地方分権改革は、第２次安倍内閣で一区切りを迎える

とされており、分権改革は新たな段階に入ることとなる。同内閣では、平成25年６月に第

３次一括法が成立し、今般、第４次一括法案が提出されている。他方、同内閣の地方分権

改革への姿勢については、経済の回復が最優先課題であり、地方分権改革の優先度が高く

ないのではないか38、「アベノミクスや特定秘密保護・日本版ＮＳＣほどには、分権改革に

対する熱意は感じられない」39といった指摘もある。 

今後の国会審議においては、事務・権限の移譲等に係る課題を始めとし、これからの分

権改革の進め方についても議論が深められることが期待される。 

 

（こじま こうへい） 

                                                                               
36 藤原忠彦（全国町村会会長・長野県川上村長）『ガバナンス』第156号（平26.4）２頁 
37 前掲注（28） 
38 福田富一（栃木県知事）『ガバナンス』第154号（平26.2）２頁 
39 金井利之「『足元』からの分権改革の泉」『ガバナンス』第153号（平26.1）19頁 




